
 

 

第５８回むつ市民体育大会 剣道競技実施要項 

 

１．趣  旨  市民体育大会は、広く市民の間に参加する喜びと機会を与え、スポーツ人口を 

ひろめ、スポーツを行うことを通じて生活の明朗化をはかろうとするものであ 

る。 

 

２．主  催  むつ市  特定非営利活動法人むつ市体育協会 

 

３．主  管  むつ市剣道協会 

 

４．日  程  日 時：平成３０年７月２２日（日） ８：３０～ 

        場 所：むつ市田名部中学校 第一体育館 

 

５．種  目  団体戦 

①参加対象－小学校・中学校男女・高校男女・一般 

②編成－小・中・高は男女とも監督１名、選手５名、補員１名とする。 

※小学校団体は、男女混成可 

（小学生を対象とする道場は小学校に準ずる。） 

一般は監督１名、選手３名、補員１名とする。 

※３人以上で試合は成立する。ただし、欠員の２名又は１名は 

あらかじめ「負け」とし、１名につき２本を相手に与える。 

※３名で申し込みの場合は次鋒・副将を、 

４名で申し込みの場合次鋒を欠員とし申し込むこと。 

※一般申込者の段位は問わない。 

③参加数－参加数の制限はしない。 

 

個人戦 

①参加対象－小学校・中学校男女・高等学校男女・一般 

②参加人員－出場者数の制限はしない。 

③競技方法－小学校は男女とも高学年の部（５・６年）及び 

低学年の部（４年生以下）に分けて実施する。 

中・高校は学年を問わず男女別で、 

一般は無段・有段の部に分けて実施する。 

（一般申込者の段位は問わない。） 

 

６．競技方法  ①試合は、全日本剣道連盟試合並びに審判規則により実施する。  

②試合は、リーグ戦またはトーナメント戦で実施する。 

申込数が３チーム（３名）の場合はリーグ戦とする。 

③試合時間 団体戦－一般・高校男子は４分、中男女・高校女子は３分とす 

る。 

時間内に勝負のつかない場合は引き分けとする。 



 

 

         個人戦－一般・高校男子は４分、小・中・高校女子は３分とする。 

         小学校は準決勝まで２分、準決勝・決勝は３分とする。 

④勝  敗 ・団体戦トーナメントで勝者数・取得本数が同数の場合は、 

代表決定戦を実施する。 

代表決定戦は、３分１本勝負。なお、時間内に勝負のつかない

場合は、延長戦を２分刻みで勝負のつくまで実施する。 

              ・リーグ戦の場合、勝者数・取得本数が同数の場合は引き分けと 

する。 

               試合の勝敗は、「勝ち点」「勝者数」「取得本数」の順とする。 

                「勝ち点」は、勝ち点を１点、引き分けを０．５点、負けを０

点とする。 

               リーグ戦終了時点で、「勝ち点」「勝者数」「取得本数」いずれ

も同数の場合には代表決定戦を行う。代表決定戦はトーナメン

ト戦と同様とする。  

              ・個人戦で時間内に勝負のつかない時は、延長戦を２分刻みで、

勝負のつくまで実施する。 

 

８．表  彰  ・個人戦の１位には賞状とメダル、２位・３位には賞状を授与する。 

・団体戦の１位、２位、３位には賞状を授与する。 

        ・原則として３・４位決定戦は行わず、３位を共有する。 

 

９．参加申込  申込みは、７月１３日（金）午後５時まで所定の申込書により、むつ市体育協 

会事務局に申し込むこと。 

 

〒035-8686 むつ市中央一丁目８番１号（市民スポーツ課内） 

ＴＥＬ：0175-22-1111（内線 2474） 

ＦＡＸ：0175-22-5825 

E-mail：mutsutaikyo@yahoo.co.jp 

 

10．そ の 他  ①名札は、規程のものをつけること。 

②紅白の目印（タスキ）は各自持参のこと。  

③団体戦のオーダー票は下記により各自作成の上、試合当日持参すること。 

団体名 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将  

下
北
中 

宮 

川 

廣 

谷 

工 

藤 

南 

増 

山 

23cm 

15ｃｍ 15ｃｍ 15ｃｍ 15ｃｍ 15ｃｍ 15ｃｍ  

 

④監督会議 ８：２０     開 始 式 ８：３０ 

審判会議 開会式終了後   試合開始 ８：４５ 

        ⑤参加者は、必ずスポーツ傷害保険に加入のこと。 

        ⑥組合せ及び大会結果については、むつ市体育協会ホームページに掲載するの

で、承諾のうえ申し込むこと。 


